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固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１

日
の
課
税
基
準
日
に
固
定
資
産

（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）を

所
有
し
て
い
る
方
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

家
屋
な
ど
の
新
築
や
増
築
に

つ
い
て
は
、
登
記
を
行
わ
な
い

場
合
で
も
、
課
税
の
対
象
と
な

り
調
査
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
引
き
渡
し
が
完
了
し
た
ら

税
務
課
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

相
続
な
ど
に
よ
り
未
登
記
の

家
屋
の
所
有
者
が
変
更
に
な
っ

た
場
合
は「
固
定
資
産
に
係
る

申
出
書
」に
よ
り
所
有
者
の
変

　

個
人
事
業
税
と
は
、
事
業
を

営
ん
で
い
る
個
人
に
課
税
さ
れ

る
県
の
税
金
で
す
。
今
年
度
の

第
２
期
分
の
納
期
限
は
11
月
30

日
㊋
で
す
。
県
中
地
方
振
興
局

県
税
部
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付

書
に
よ
り
、
納
期
限
ま
で
に
最

寄
り
の
金
融
機
関
に
て
納
め
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
預
金
口
座
か
ら
振
替
納

税
を
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
希
望
の
方
は「
預
金
口

座
振
替
依
頼
書
」に
必
要
事
項

を
ご
記
入
の
上
、
口
座
振
替
を

希
望
す
る
金
融
機
関
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。
新
た
に
口
座
振

替
を
申
し
込
ま
れ
た
場
合
に

　

法
務
省
人
権
擁
護
局
お
よ
び

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

は
、
12
月
10
日（
世
界
人
権
宣

言
採
択
日
）の「
人
権
デ
ー
」を

最
終
日
と
す
る
一
週
間
を「
人

権
週
間
」と
定
め
、
人
権
尊
重

思
想
の
普
及
高
揚
を
図
る
た
め

の
活
動
を
行
い
ま
す
。

　

福
島
地
方
法
務
局
お
よ
び
福

島
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

は
、
12
月
４
日
か
ら
12
月
10
日

ま
で
を「
第
73
回
人
権
週
間
」と

し
、
当
該
週
間
を
中
心
に
啓
発

活
動
お
よ
び
相
談
活
動
を
行
い

ま
す
。

　

ま
た
人
権
週
間
に
限
ら
ず
、

電
話
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す

の
で
、
悩
み
事
が
あ
り
ま
し
た

ら
お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
に
は
人
権
擁
護
委
員
お
よ

び
法
務
局
職
員
が
対
応
し
、
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。

【
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
】

☎
０
５
７
０

−

０
０
３

−

１
１
０

【
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
】

☎
０
１
２
０

−

０
０
７

−

１
１
０

【
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
】

☎
０
５
７
０

−

０
７
０

−

８
１
０

■
相
談
時
間

平
日

：

午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
５
時
15
分
ま
で

（
年
末
年
始
を
除
く
）

更
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
取
り
壊
し
た
家
屋
に
つ

い
て
滅
失
の
登
記
を
行
わ
な
い

場
合
や
、
未
登
記
の
家
屋
で

あ
っ
た
場
合
に
は「
家
屋
取
壊

届
出
書
」の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
提
出
が
な
い
場
合
、

翌
年
度
も
課
税
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
税
務
課

☎
７
２

−

６
９
３
２

は
、
来
年
度
か
ら
の
取
り
扱
い

と
な
り
ま
す
。

問
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
県

税
部
課
税
第
一
課
事
業
税
チ
ー
ム

☎
０
２
４

−

９
３
５

−

１
２
５
１

　

県
で
は
、
子
育
て
中
の
方

が
協
賛
店
で「
子
育
て
応
援
パ

ス
ポ
ー
ト（
フ
ァ
ミ
た
ん
カ
ー

ド
）」を
提
示
す
る
と
、
さ
ま
ざ

ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
事
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

現
在
配
付
し
て
い
る
カ
ー
ド

の
有
効
期
限
が
令
和
４
年
３
月

末
ま
で
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
令
和
４
年
１
月
頃
か
ら
新

し
い「
フ
ァ
ミ
た
ん
カ
ー
ド
」を

保
育
園
、
幼
稚
園
、
学
校
な
ど

を
通
し
て
お
子
さ
ん
に
配
付
し

ま
す
。
お
子
さ
ん
が
保
育
所
な

ど
に
所
属
さ
れ
て
い
な
い
場
合

や
、
３
月
末
ま
で
に
受
け
取
れ

な
か
っ
た
場
合
、
カ
ー
ド
を
な

く
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
子

育
て
支
援
課
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

■
対
象
者

０
歳
か
ら
18
歳
未
満（
18
歳

に
達
し
て
最
初
の
３
月
31
日

を
迎
え
る
ま
で
）の
子
ど
も

■
配
付
枚
数

　

対
象
者
一
人
に
つ
き
１
枚

※
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
協

　

賛
店
の
ご
厚
意
に
よ
る
も
の

　

で
す
。

※「
フ
ァ
ミ
た
ん
カ
ー
ド
」を
使

用
す
る
場
合
は
、
ご
利
用
の

前
に
必
ず
お
店
の
方
に
サ
ー

ビ
ス
内
容
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

※
平
成
28
年
４
月
か
ら
子
育
て

　

支
援
パ
ス
ポ
ー
ト
の
全
国
共

　

通
展
開
が
始
ま
っ
て
お
り
、

　

新
し
い
カ
ー
ド
は
全
国
で
利

　

用
可
能
で
す
。

問
子
育
て
支
援
課

☎
７
２

−

２
２
１
２

未
登
記
の
家
屋
な
ど
の

変
更
に
は
届
出
が
必
要

で
す

個
人
事
業
税
の

納
期
の
お
知
ら
せ

12
月
４
日
か
ら

12
月
10
日
ま
で
は

﹁
人
権
週
間
﹂で
す

新
し
い﹁
フ
ァ
ミ
た
ん

カ
ー
ド
﹂を
配
付
し
ま
す
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